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第一 目的 

 

 我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度

を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきましたが、平均寿命

の伸長と予想を上回る出生率の低下により、平成２０年をピークに人口が減少に転じ

ています。 

 人口減少下にあっても、国民皆保険を堅持しながら、医療制度を急速な高齢化及び

支え手の減少に対応した持続可能な制度としていくことが求められています。 

 

 社会保険制度の維持・発展に向けて、財政面での持続可能性の強化のため、国民の

健康と長寿を確保しつつ、医療費の適正化にも資することから、生活習慣病を中心と

した疾病予防を重視することとし、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）に基づいて、当共済組合においても４０歳以上７５歳未満の組合員及び

被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及び健康

診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）

を実施することとされました。 

 

 本計画は、当共済組合の特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」

という。）の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査等の実施並びにその成果に

係る目標に関する基本的事項について定めることを目的とし、高齢者の医療の確保に

関する法律第１９条の規定に基づき、第３期（平成３０年度から令和５年度）に引き

続き、第４期（令和６年度から令和１１年度）を定めるものです。 
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第二 愛媛県市町村職員共済組合の現況 

 

 当共済組合は、県内の市町及び一部事務組合等（以下「所属所」という。）に勤務し

ている地方公務員及びその被扶養者に対し、医療、年金及び福祉の三事業を行ってい

ます。 

 

 令和４年度末における所属所数は４３、組合員（任意継続組合員を除く。以下同じ。）

数は２２，１６１人（男女比率１：１）で、また、被扶養者（任意継続組合員及びそ

の被扶養者を含む。以下同じ。）数は１６，３３４人(男女比率４：６)です。 

 

 健康診断について、組合員については、所属所が実施する事業者健診（以下「事業

者健診」という。）又は当共済組合が実施する人間ドック及び脳ドック（以下「人間ド

ック等」という。）により行っています。 

 令和５年度は、３８か所の健診機関との間で契約を締結して、人間ドック等を実施

しています。 

 また、被扶養者にあっては、集合契約、外部委託業者による集団健診、市町が実施

する住民健診又は人間ドック等により実施しています。 
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第三 特定健康診査・特定保健指導の実施状況（平成３０年度～令和４年度） 

 

 １ 特定健康診査の実施結果 

   特定健康診査の受診率は、平成３０年度の８６．３％から令和４年度の８８．

４％まで年々増加しています。 

   開始直後は特定健康診査が浸透しておらず、被扶養者の利用が低迷していまし

たが、組合公報及び当共済組合ホームページでの周知活動に加え、所属所担当課

に直接説明すること等により認識されてきたこともあり、令和４年度は被扶養者

の受診率は５３．６％となっています。 

   また、当初、事業者健診及び人間ドック等の実施機関等において特定健康診査

データ提供の基盤が整備できていないため、結果データを受領できないケースが

ありましたが順次改善されており、血糖検査が空腹時でないために健診結果が特

定健康診査として取り扱えないなどの問題もありましたが、平成２３年度から事

業者健診で実施するＨｂＡ１ｃ検査の検査費用相当額を当共済組合が補助する

こと等により、令和４年度において結果データを受領できないケースは、ほぼ解

消されています。 

    

 ２ 特定保健指導の実施結果 

   内臓脂肪症候群予備者の割合は、平成３０年度の１１．７％から令和４年度は

９．８％に減少していますが、内臓脂肪症候群該当者の割合は、平成３０年度の

１３．９％から令和４年度は１３．９％と、横ばいの状態が続いています。 

 

【※表「特定健康診査等実施及びその結果の集計」参照】 

  〈積極的支援〉 

 対象者の割合は、平成３０年度１１．４％から令和４年度８．７％と、減少傾

向にあります。 

   対象者のうち保健指導を終了した者の割合は、平成３０年度２７．６％から令

和４年度４６．９％となっており、組合員については、当共済組合の保健師等が

所属所を訪問し面接を実施又はＩＣＴ機器を活用した遠隔面接を実施しているこ

とから、一定数の利用があるものの、被扶養者については、当共済組合が発行す

る利用券による集合契約に基づく実施機関での実施は、令和元年度から令和４年

度の間、年間１０数件と低迷しています。 

 

  〈動機付け支援〉 

   対象者の割合は、平成３０年度８．０％から令和４年度８．１％と、横ばいの

状態にあります。 

対象者のうち保健指導を終了した者の割合は、平成３０年度４３．９％から令

和４年度５５．２％と、人間ドック等当日に係る動機付け支援の委託契約機関の
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協力により大幅に増加しています。 

 

３ 今後の課題 

   特定健康診査及び特定保健指導の実施率等向上のため、今後も引き続き組合公

報、リーフレット及び当共済組合ホームページ等により、機会を捉えて特定健康

診査の重要性の周知を続けることが必要です。 

実施率等の向上を図るためには、被扶養者の利用を更に推進していくことが必

要となります。 

   また、今後特定健康診査等の対象となる４０歳未満の者に対しても健康意識の

啓発を図り、活用すべき保健事業及び特定健康診査等の制度について周知してい

くことが必要です。 
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 特定健康診査等実施及びその結果の集計 

項            目 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

特定健康

診査 

特定健康診査対象者数 ① (人) 12,785 12,552 13,394 14,610 14,439 

特定健康診査受診者数 ② (人) 11,037 10,913 11,654 12,793 12,769 

健診受診率 ②／①×100 (％) 86.3 86.9 87.0 87.6 88.4 

評価対象者数 ※１ ③ (人) 11,060 10,923 11,668 12,797 12,778 

保健指導

対象者の

減少率 

昨年度の特定保健指導の対象者数 ④ (人) 1,986 1,960 1,900 2,027 2,092 

④のうち今年度は特定保健指導の対象
ではなくなった者の数 ⑤ 

(人) 384 395 386 437 447 

特定保健指導対象者の減少率 
⑤／④×100 

(％) 19.3 20.2 20.3 21.6 21.4 

服薬中の 

者 

高血圧症の治療に係る薬剤の服用者割
合 

(％) 13.3 13.6 14.3 15.4 16.0 

脂質異常症の治療に係る薬剤の服用者
割合 

(％) 10.0 10.0 11.2 12.3 12.9 

糖尿病の治療に係る薬剤の服用者割合 (％) 3.8 4.1 4.5 4.6 4.7 

特定保健 

指導 

積極的
支援 
 

対象者数 ⑥ (人) 1,256 1,204 1,230 1,196 1,109 

対象者の割合 ⑥／③×100 (％) 11.4 11.0 10.5 9.3 8.7 

終了者数 ※２ ⑦ (人) 347 623 357 504 497 

終了者の割合 ⑦／⑥×100 (％) 27.6 52.4 29.8 43.5 46.9 

動機付
け支援 
 

対象者数 ⑧ (人) 881 870 977 1,057 1,036 

対象者の割合 ⑧／③×100 (％) 8.0 8.0 8.4 8.3 8.1 

終了者数 ※２ ⑨ (人) 387 476 415 481 572 

終了者の割合 ⑨／⑧×100 (％) 43.9 54.7 42.5 45.5 55.2 

特定保健指導の対象者数 ⑩＝⑥＋⑧ (人) 2,137 2,074 2,207 2,253 2,145 

特定保健指導の終了者数 ⑪＝⑦＋⑨ (人) 734 1,107 782 1,001 1,092 

特定保健指導の終了者の割合 
⑪／⑩×100 

(％) 34.3 53.4 35.4 44.4 50.9 

※１ ②に加え、全ての検査項目は受診できなかったものの、階層化が可能であった受診者も含んだ

数 

※２ 前年度の特定健康診査の結果に基づく特定保健指導の利用者で、前年の国への報告後に終

了したものを含む。 
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第四 達成目標 （基本指針第三の一） 

 

 １ 特定健康診査の実施に係る目標 

 

   令和１１年度における特定健康診査の実施率を９０％以上とする。 

   なお、この目標を達成するために、令和６年度以降の実施率（目標）は次のと

おりとする。 

                                （単位：％） 

区     分 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 11 年度 
国の参酌 

標   準 

組 合 員 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 － 

被 扶 養 者 45.3 45.8 46.0 46.8 46.9 47.2 － 

計 88.5 88.8 89.1 89.4 89.7 90 90 

 

 

 ２ 特定保健指導の実施に係る目標 

 

   令和１１年度における特定保健指導の実施率を６０％以上とする。 

   なお、この目標を達成するために、令和６年度以降の実施率（目標）は次のと

おりとする。 

                              （単位：人、％） 

区     分 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 11 年度 
国の参酌 

標   準 

実 施 率 55 56 57 58 59 60 60 

 

 

 ３ 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

 

   令和１１年度において平成２０年度と比較した特定保健指導対象者の減少率を

２５％以上とする。 
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第五 特定健康診査等の対象者数 （基本指針第三の二） 

 

 １ 特定健康診査 

   対象者数（推計値） 

                                （単位：人） 

区   分 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 11 年度 

組 合 員 14,７２８ 14,675 14,741 14,630 14,624 14,595 

被 扶 養 者 3,340 3,240 3,145 3,054 2,937 2,833 

計 18,068 17,915 17,886 17,684 17,562 17,428 

 

 

 ２ 特定保健指導 

   組合員＋被扶養者（推計値） 

                                （単位：人） 

区   分 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 11 年度 

特定健康診査受診者数 15,990 15,908 15,936 15,809 15,753 15,685 

特定保健指導対象者数 2,638 2,577 2,534 2,466 2,410 2,353 

実 施 者 数 1,451 1,443 1,444 1,430 1,422 1,412 
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第六 特定健康診査等の実施方法 （基本方針第三の三） 

 

 １ 実施場所・実施方法 

 （１）特定健康診査について 

組合員については、事業者健診又は人間ドック等の利用を、特定健康診査を

兼ねるものとして取り扱う。 

各所属所が事業者健診を委託する健診機関又は当共済組合が人間ドック等を

委託する健診機関で実施し、特定健康診査の検査項目を抽出して結果データを

受領するものとする。 

被扶養者については、保険者協議会及び全国地方公務員共済協議会による集

合契約に基づく実施機関（以下「集合契約に基づく実施機関」という。）又は人

間ドック等を委託する健診機関で実施し、特定健康診査の検査項目を抽出して

結果データを受領するものとする。 

 

（２）特定保健指導について 

組合員については、人間ドック等当日に係る特定保健指導の委託契約機関で

実施するか、所属所を通じて通知及び日程調整を行い、当共済組合の保健師又

は個別契約機関の管理栄養士等が所属所を訪問して実施又はＩＣＴ機器を活用

した遠隔面接により実施する。 

被扶養者については、人間ドック等当日に係る特定保健指導の委託契約機関、

個別契約の外部委託業者又は集合契約に基づく実施機関で実施する。 

 

 ２ 実施項目 

   実施項目は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第４．

１版）」及び「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」に記載され

ている健診項目（検査項目及び質問項目）及び保健指導内容とする。 

 

 ３ 実施時期 

通年実施とする。 

 

４ 契約形態 

 （１）特定健康診査 

保険者協議会及び全国地方公務員共済協議会による集合契約を行い、全国で

受診が可能となるよう措置するとともに、集団健診を実施する外部委託業者及

び人間ドック等を委託する健診機関と個別契約を締結する。 

 

 （２）特定保健指導 

保険者協議会及び全国地方公務員共済協議会による集合契約を行い、全国で 
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利用が可能となるよう措置するとともに、当共済組合が保健師を雇用して実施

する。「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」に記載されてい

る考え方に基づき、外部実施機関に委託し個別契約を締結する。 

また、人間ドック等を委託する健診機関と、人間ドック等当日に係る特定保

健指導の委託について個別契約を締結する。 

 

 ５ 周知や案内の方法 

   当共済組合のホームページ、組合公報及びリーフレット等により周知を図る。 

    また、人間ドック申込者を除く被扶養者に対しては、特定健康診査対象者には

受診券を、特定保健指導対象者には利用券を送付する際、案内を兼ねてリーフレ

ット等を同封し、周知を図る。 

 

 ６ 事業者健診等の健診データの受領方法 

   健診データは、原則として国の定める標準化された電子データで受領するもの

とするが、やむを得ない場合は、健診結果表の写し等での受領とする。 

    

 ７ 特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法 

   「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）」に記載されている選定

方法に準じて、対象者を選定・階層化し、高リスク者を優先して絞込みを行う。 

 

 ８ 実施に関する年間スケジュールその他必要な事項 

年度当初に受診券の発行及び発送の準備等を行う。受診券の有効期限は、実施

年度の３月末とする。年度後半は次年度の契約準備等を行う。 

特定保健指導については、随時対象者に案内を送付し、通年実施とする。 
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第七 個人情報の保護 （基本方針第三の四） 

 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律

第５７号)及び同関連法令等、健康保険組合等における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス、愛媛県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程及び

愛媛県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程細則を遵守する。 

 

第八 特定健康診査等実施計画の公表及び周知（基本指針第三の五） 

 

本計画は、当共済組合ホームページに掲載して公表し、組合公報及びリーフレ

ット等で周知する。 

 

第九 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し（基本指針第三の六） 

 

   本計画については、年１回、下記について評価する。 

（１）特定健康診査及び特定保健指導の実施率 

（２）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（特定保健指導対象

者の減少率） 

また、評価の結果を活用し、必要に応じ実施計画の記載内容を実態に即した

ものに見直すこととする。 

 

 

 

 


